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医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金

(通 則 )
1.医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金及び第二者病院
機能評価支援事業費補助金については、予算の範囲内において交付す るものと

し、補助金等に係 る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和 30年法律第 17
9号 )、 補助金等に係 る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭和 30年

厚生省
政令第 255号 )及び厚生労働省所管補助金等交付規則平成 12年   令第

労働省

6号)(の 規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的 )

2.こ の補助金は、地域の実情に即 した医療計画に基づき、離島、山村等の医療
に恵まれない地域住民の医療の確保、地域住民の救急医療の確保及び医療施設

の耐震診断を実施することにより安全性の向上を図ること、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10年法律第 114号 。以下
「感染症法」 とい う。)第 6条第 12項 に規定する感染症指定医療機関の運営
に要する経費について補助することにより感染症患者に対する良質かつ適切な

医療の提供 を図ること、医療事故な どの医療安全に関する情報の収集 。分析・

提供事業に要す る経費について補助することにより医療事故の発生予防、再発

防止を図ること、診療行為に関連 した死亡の調査分析を行 うモデル事業に必要

な経費を補助することにより死亡の因果関係及び再発防止策を総合的に検討す

ること、産科医療補償制度の運営に必要な経費を補助す ることにより安心 して

産科医療を受けられる環境 を整備す ること、治験拠点病院 として治験環境の充

実に必要な経費を補助すること等により国際競争力のある医薬品・研究開発環

境を整備す ること、具体的な臨床指標を用いた医療の質の評価・公表等を推進

することにより医療の質の向上等を図ること及び監察医制度が適用 されている

一部の大都市圏を除く地域における死因究明の取組に必要な経費について補助

することにより死因究明の体制作 りを推進す ること並びに、外国人受入医療機

関認証制度開発のための経費を補助することにより、外国人患者 を受け入れる

医療機関の質を確保 し、安心 。信頼 してかかれる医療の確保 と国民の健康づ く

りを推進す ることを目的 とする。
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(交付の対象 )

3.こ の補助金は、次の事業を交付の対象 とす る。
なお、以下の (1)①ア、力か らク、④ア及びウ、⑤イ及びオ及び (2)以
外の事業を独立行政法人、国立大学法人等が実施す る場合については、必要に

応 じて、あらか じめ都道府県が総務大臣に協議 し、その同意を得 ることとする。

(1)医 療施設運営費等補助金
① へき地保健医療対策事業等
ア.へき地医療支援機構運営事業
平成 13年 5月 16日 医政発第 529号 厚生労働省 医政局長通知
「へき地保健医療対策事業について」 (以 下 「へき地保健医療対策等

実施要綱」 とい う。)に基づき都道府県が行 うへき地医療支援機構
の運営事業

イ.へき地医療拠点病院運営事業
｀
(へき地医療拠点病院支援システム及

びへき地診療所支援システムを含む。 )

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、実施す る次の事業 と

す る。

(ア )都道府県が行 うへき地医療拠点病院の運営事業
(イ )都道府県知事の指定を受けた病院の開設者が行 うへき地医療拠点
病院の運営事業に対 して都道府県が補助する事業

ウ.へ き地診療所運営事業 (へき地診療所診療支援システムを含む。 )
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、国庫補助を受けて設

置 したへき地診療所 (国民健康保険直営診療所を除 く。)又はへき地
において当該地域 (へ き地診療所整備基準に定める地域)唯一の医療
機関 として住民の医療確保 を担 当している診療所で実施する次の事業

とする。

(ア )都道府県が行 うへき地診療所の運営事業
(イ )市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業
協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行 うへき地

診療所の運営事業に対 して都道府県が補助する事業

(ウ )厚生労働大臣が適当と認める者が行 うへき地診療所の運営事業に
対 して都道府県が補助す る事業

工.へき地巡回診療車 (船)運営事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、へき地巡回診療車 (

船)で実施する次の事業 とする。
(ア )都道府県が行 う巡回診療事業
(イ )社会福祉法人恩賜財団済生会が巡回診療船により行 う巡回診療事
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業 (ただ し、巡回診療を三以上の都道府県の区域にわたって行 う場

合に限る。 )

(ウ )市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会 (た だ し、
(イ )に掲げる場合を除 く。)厚生農業協同組合連合会及び社会福
祉法人北海道社会事業協会が行 う巡回診療事業に対 して都道府県が

補助する事業

(工 )都道府県知事の要請を受けた病院又は診療所の開設者が行 う巡回
診療事業に対 して都道府県が補助する事業

オ.離島巡回診療ヘ リ運営事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、実施する次の事業 と

する。

(ア )都道府県が行 う離島巡回診療ヘ リ運営事業
(イ )市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業
協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行 う離島巡

回診療ヘ リ運営事業に対 して都道府県が補助する事業

(ウ )厚生労働大臣が適当と認める者が行 う離島巡回診療ヘ リ運営事業
に対 して都道府県が補助する事業

力.沖縄へき地歯科診療班運営事業

沖縄県が行 うへき地歯科診療班運営事業

キ.離島歯科診療班派遣事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、都道府県が行 う離島

歯科診療班派遣事業

ク.へき地保健指導所運営事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、実施する次の事業 と

する。

(ア )都道府県が行 う保健師の駐在及び保健指導事業
(イ )市町村が行 う保健師の駐在及び保健指導事業に対 して都道府県が

補助する事業

② 救急医療対策事業
ア.救急医療支援センター運営事業

昭和 52年 7月 6日 医発第 692号 厚生省医務局長通知 「救急医療
対策の整備事業について」 (以下 「救急医療対策事業実施要綱」 とい

う。)に基づき、厚生労働大臣が適当と認 める者が実施する救急医療
支援センター運営事業

イ.救急医療 トレーニングセンター運営事業
「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適当と認
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める者が実施する救急医療 トレーニングセンター運営事業

③ 感染症指定医療機関運営事業
ア.特定感染症指定医療機関運営事業
感染症法第 38条第 1項の規定に基づ く特定感染症指定医療機関の
開設者が行 う、特定感染症指定医療機関の運営事業

イ.第一種感染症指定医療機関運営事業
感染症法第 38条第 2項の規定により都道府県知事が指定 した、第
一種感染症指定医療機関に係 る次の事業

(ア )都道府県が行 う第一種感染症指定医療機関の運営事業
(イ )感染症法第 60条 の規定により都道府県知事の指定を受けた設置
者が行 う第一種感染症指定医療機関の運営事業に対 し、都道府県が

補助する事業

ウ。第二種感染症指定医療機関運営事業

感染症法第 38条第 2項及び附則第 8条第 1項の規定により都道府
県知事が指定 した第二種感染症指定医療機関に係 る次の事業 (た だ し、

医療法 (昭和 23年法律第 205号 )第 7条第 2項第 2号に規定する
感染症病床に限る。 )

(ア )都道府県が行 う第二種感染症指定医療機関の運営事業
(イ )感染症法第 60条 の規定により都道府県知事の指定を受けた設置
者が行 う第二種感染症指定医療機関の運営事業に対 し、都道府県が

補助する事業

④ 医療安全推進事業
ア.医療事故情報収集等事業
平成 16年 5月 25日 医政発第 0525008号 厚生労働省医政局

長通知の別紙 「医療事故情報収集等事業実施要綱」に基づき、財団法

人 日本医療機能評価機構が行 う医療事故に関す る情報の収集・分析・

提供事業

イ.診療行為に関連 した死亡の調査分析モデル事業
平成 17年 3月 25日 医政発第 0325010号 厚生労働省医政局

長通知の別紙 「診療行為に関連 した死亡の調査分析モデル事業実施要

綱」に基づき、一般社団法人 日本医療安全調査機構が行 う診療行為に

関連 した死亡の調査分析モデル事業

ウ.産科医療補償制度運営事業
平成 20年 5月 15日 医政発第 0515013号 厚生労働省医政局

長通知の別紙 「産科医療補償制度運営事業実施要綱」に基づき、財団
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法人 日本医療機能評価機構が行 う産科医療補償制度運営事業

⑤ 災害医療対策事業等
ア.医療施設耐震化促進事業

平成 21年 3月 30日 医政発第 0330007号 厚生労働省医政局

長通知の別紙 「災害医療対策事業等実施要綱」 (以下 「災害医療対策事

業等実施要綱 とい う。)に基づき、厚生労働大臣が適当と認 める者が行

う医療施設耐震化促進事業に対 して都道府県が補助す る事業

イ.DMAT事 務局等運営事業
「災害医療対策事業等実施要綱」に基づき、独立行政法人国立病院

機構災害医療センターが行 うDMAT事 務局等運営事業
ウ.防災訓練等参加支援事業
「災害医療対策事業等実施要綱」に基づき、実施する次の事業

(ア )都道府県が行 う防災副1練等活動支援事業に係る調整・支援

(イ )市町村及び厚生労働大臣が適当と認める者が行 う防災訓練等活動

支援事業に対 して都道府県が補助する事業

工.DMAT活 動支援事業
「災害医療対策事業等実施要綱」に基づき、実施する次の事業

(ア )被災都道府県が行 うDMAT活 動支援事業に係 る調整・支援
(イ )要請を受けた都道府県、市町村及び厚生労働大臣が適当と認 める

者が行 うDMAT活 動支援事業に都道府県が補助する事業
オ.DMAT訓 練事業
「災害医療対策事業等実施要綱」に基づき、都道府県が行 うDMA
T訓練事業

⑥ 地域医療確保支援事業
ア.産科医療機関確保事業

平成 21年 4月 1日 医政発第 0401007号 厚生労働省医政局長通

知の別紙 「産科医療確保事業実施要綱」に基づき、実施する次の事業

(ア )都道府県が行 う産科医療機関確保事業

(イ )市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業

協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会及び厚生労働大

臣が適当と認める者が行 う産科医療機関確保事業に対 して都道府県

が補助する事業

イ.地域医療支援センター運営事業

平成 21年 3月 27日 医整発第 0327039号 厚生労働省医政局長

通知の別添 「地域医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県が行 う地
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域医療支援センター運営事業

臨床研究拠点等整備事業

ア.早期・探索的臨床試験拠点整備事業
平成 23年 月 日医政発 第 号厚生労働省医政局長通知の
別紙 「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」 (以下、 「臨床研究拠点等整

備事業実施要綱」 とい う。)に基づき、厚生労働大臣が適当と認める者
が行 う早期・探索的臨床試験拠点整備事業

イ.グ ローバル臨床研究拠点整備事業
臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適当と

認める者が行 うグローバル臨床研究拠点整備事業

ウ.医薬品等治験基盤整備事業
臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適当と

認める者が行 う医薬品等治験基盤整備事業

工.治験拠点病院活性化事業
「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適当と

認める者が行 う治験拠点病院活性化事業

③ 医療の質の評価・公表等推進事業
平成 22年 3月 24日 医政発 0324第 22号厚生労働省医政局通知
の別紙 「医療の質の評価 。公表等推進事業実施要綱」に基づき、厚生労

働大臣が適当と認める者が行 う医療の質の評価・公表等推進事業

⑨ 異状死死因究明支援事業
平成 23年  月  日医政発     第  号厚生労働省医政局長
通知の別紙 「異状死死因究明支援事業実施要綱」に基づき、都道府県が

行う異状死死因究明支援事業

⑩ 外国人受入医療機関認証制度開発のための支援事業
平成 23年  月  日医政発 第  号厚生労働省医政局通知
の別紙 「外国人受入医療機関認証制度開発のための支援事業実施要綱」

に基づき、厚生労働大臣が適当と認める者が行 う外国人受入医療機関認

証制度開発のための支援事業

(2)中 毒情報基盤整備事業費補助金
中毒情報センター情報基盤整備事業

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、財団法人 日本中毒情報センタ

⑦
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―が行 う中毒情報センター情報基盤整備事業

(交付額の算定方法 )

4.こ の補助金の交付額は、次の (1)か ら (10)に より算出された額の合計額
とす る。 (ただ し、算出された額の合計額が医療施設運営費等補助金の予算額

を超 える場合には、必要な調整を行 うものとする。 )

(1)へ き地保健医療対策事業等の事業の交付額は、次の①か ら③により算出さ
れた額の合計額 とする。ただ し、各事業のそれぞれの事業者 ごとに算出され

た額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、これを切捨てるものとす
る。

① へき地医療支援機構運営事業
ア.次の表の第 1欄に定める種目ごとに、第 2欄に定める基準額と第 3欄

に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ.ア により種目ごとに選定された額の合計額と総事業費から寄付金その

他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に 2分の 1を乗じて

得た額を交付額とする。

担当官経費 1か所当た り次のいず

れかにより算出 された

額

(1)へ き地保健医療対

策実施要綱の 1(3)

アの (ア )

12,548,000円

なお、事業期間が

1年に満たない場合

は、基準額 ×事業月

数/12と する。

(2)へ き地保健医療対

策実施要綱の 1(3)

アの (イ )

へき地医療支援機

構活動年間延 日数

無医地区等への巡回診療、へき地診

療所、過疎地域等特定診療所 (以 下

「へき地診療所等」 とい う。)及び
医師配置標準の特例措置の許可を受

けた病院 (以 下 「特例措置許可病

院」 とい う。)への医師派遣等の医
療活動の調整等を行 う担当官に必要

な次に掲げる経費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

委託料

3.対 象 経 費
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(12月 × 1月 当た

り活動 日数 × 1日 当

た り勤務時間/8時
間)が
ア  54日 以上
3,849,000円

イ  36日 以上
54日 未満
2,566,000円

ウ  36日 未満
1,283,000円

(3)へ き地保健 医療対

策実施要綱の 1(3)
アの (ウ )

4,276,000円

なお、事業期間が

1年 に満 たない場合

は、基準額 ×事業月

数/12と す る。

1か所 当た り次のいず

れかによ り算出 された

額

(1)へ き地保健 医療対

へき地医療支援機構の運営に必要な

次に掲げる経費

賃金

報償費

旅費

代診等担当

医 師 経 費

次により算出された額

へき地医療支援機

構勤務年間延 曰数

×71,000円

ただ し、勤務時間

が 8時間に満たない

場合は、上記金額に

勤務時間/8を 乗 じ
て得た額 とする。

へき地診療所等及び特例措置許可病

院への代診等を行 うへき地医療支援

機構勤務医師に必要な次に掲げる経

費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

委託料

運営経費
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策実施要綱の 1(3)
アの (ア )

6,696,000円

なお、事業期間が

1年 に満たない場合

は、基準額 ×事業月

数/12と する。

(2)へ き地保健医療対

策実施要綱の 1(3)
アの (イ )

5,945,000円

なお、事業期間が

1年に満たない場合

は、基準額 ×事業月

数/12と する。

需用費 (消耗品費、印刷製本費、

会議費等 )

役務費 (通信運搬費 )

委託料

使用料及び賃借料

都道府県がへき地医療支援機構の

業務を暫定的に行 う場合にあって

は次に掲げる経費

報償費

旅費

需用費 (消耗品費、印刷製本費、

会議費等 )

役務費 (通信運搬費 )

ヽ
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ノ

ｒ
ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｔ

協議会経費 年 額  1,696,000円 へき地保健医療対策に関す る協議会

の運営に必要な次に掲げる経費

賃金

旅費 (協議会出席旅費、連絡旅費 )

報償費 (協議会出席謝金 )

役務費

事 業 協 力

費経

事業協力病院 1か所 当

た り次 によ り算出 され

た額の合算額

へき地診療所等及び

特例措置許可病院 1か

所 ごとに派遣 した期間

ブ)ゞ

1.年 間 9月 以上
642,000円

2.年 間 6月 以上 9月

未満   428,000円
3.年 間 3月 以上 6月

未満   214,000円

事業協力病院に対 し支払 う次に掲げ

る経費

報償費

委託料

負担金、補助金及び交付金

代 替 医 師

雇 上 経 費

次により算出された額

代替医師雇上 日数

事業協力病院での代替医師の雇上げ

に必要な次に掲げる経費
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×日 額 27,000円
ただ し、雇上時間が

8時間に満たない場合

は、上記金額に雇上時

間/8を乗じて得た額
とする。

報酬

賃金

報償費

委託料

負担金、補助金及び交付金

振 興 経 費 1県 当た り年額
。直接運営の場合

2,622,000円

・委託運営の場合

2,752,000円

へき地に勤務 しようとする医師等の

就職の紹介等事業に必要な次に掲げ

る経費

賃金

旅費

需用費

役務費

委託料

ド ク タ ー

プ ー ル
関 係 経 費

登録医師一人あた り

月 毎1   109,000円
専任担当官の指示で代診業務及び専

任担当官の補助を実施する医師を事

前に確保する事業に必要な次に掲げ

る経費

手当

キ ャ リ ア

形 成 育 成

支 援 経 費

年 額  10,893,000円 へき地診療所で勤務 した医師を、本

人の希望等に基づき大学や総合病院

等に派遣する事業に必要な経費

給料

職員手当等

共済費

② へき地医療拠点病院運営事業
ア.都道府県が行 う事業
(ア )次の表の第 1欄に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3
欄に定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方の額を選定する

(イ )(ア )に より種 日ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら診療
収入額及び寄付金その他の収入額を控除 した額 とを比較 して少ない方

の額に 2分の 1を乗 じて得た額を交付額 とする。

イ .都道府県が補助す る事業
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(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄に定める対象経費の実支出額 とを開設者 ごとに比較 して少ない方の

額を選定する。

(イ )(ア )に より種 目ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら診療
収入額及び寄付金その他の収入額を控除 した額 と都道府県が補助 した

額 とを比較 してもつとも少ない額に 2分の 1を乗 じて得た額を交付額

とする。

医  療
活 動 費

1か所当た り次により算出され

た額の合算額

へき地医療活動経費

(1)巡回診療等従事者経費
医 師 61,000円 ×延 日数
その他 25,000円 ×延 日数

(2)巡回診療等 自動車経費
3,700円 ×延回数

(3)代診医等派遣経費
医 師 61,000円 ×延 日数
その他 25,000円 ×延 日数

無医地区等への巡回診療、ヘ

き地診療所等及び特例措置許

可病院への医師派遣等の医療

活動等に必要な次に掲げる経

費

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

旅費 (研究費に計上 した

ものを除 く。 )

需用費 (医療費及び伝送

装置経費に計上 したも

のを除 く。 )

役務費 (伝送装置経費

に計上 したものを除 く

0)

委託料

使用料及び賃借料 (伝送

装置経費に計上 したも

のを除く。 )

原材料費

備品購入費 (単価 50万 円

未満の備品に限る。た

だ し、医療費及び伝送

装置経費に計上 したも

3.対 象 経 費
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のを除 く。 )

公課費

研 究 費 1か所 当た り次 に定める額

(1)医 療活動年間延 日数
150日 以上

446,000円

(2)医 療活動年間延 日数
75日 以上 150日 未満

334,000円

(3)医 療活動年間延 日数
50日 以上75日 未満

223,000円

学会出席に必要な次に掲げる

経費

旅  費 (学会出席旅費 )

研 修 費 1回 当た り     56,000円 へき地診療所医師及び地域開

業医師を対象 とする研修、症

例検討会等を実施する場合に

必要な次に掲げる経費

講師謝金

旅費

需用費 (消耗品費及び印刷

製本費 )

医 療 費 医療に要 した実支出額 医療に必要な次に掲げる経費

需 用 費 (医薬材料費、医

療用消耗品費、医療機器

修繕料 )

備品購入費 (単価 50万 円未

満の医療用備品に限る。 )

伝送装置

費経

1か所当た り次により算出され

た額

静止画像等伝送装置

ア.へき地医療拠点病院診療支
援システム

(887,460円 +74,290円 )

×稼動月数

イ.へき地診療所診療支援シス
テム

(443,730円 +37,140円

×導入へき地診療所数 )

静止画像等伝送装置の導入及

び維持運営に必要な次に掲げ

る経費

報 償 費 (へ き地医療拠点

病院診療支援システムに

係 る経費に限る。 )

需 用 費 (消耗品費、修繕

料等 )

役 務 費 (通信運搬費 )

使用料及び賃借料

備品購入費 (単価 50万 円未
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×稼動月数 満の庁用器具に限る。 )

委 託 料 (上記に掲げる経

費に該当す るもの。ただ

し、へき地医療拠点病院

診療支援システムに係 る

経費に限る。 )

③ へき地診療所運営事業
ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3
欄 に定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より種 目ごとに選定 された額の合計額から診療収入額を控
除 した額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除

した額 とを比較 して少ない方の額に 3分の 2(沖縄県にあっては 4分
の 3)を乗 じて得た額を交付額 とする。

イ .市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同

組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会が行 う事業に対 し都道

府県が補助する事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

総 合 的 な

診療能力を

有する医師

育 成 関係

1か所当た り 2,253,000円 総合的な診療能力を有す る医

師を養成する事業に必要な次

に掲げる経費 (指導を受ける

医師に係る人件費・旅費を除

く)

報酬

給料

職員手当等

共済費

賃金

報償費

旅費

需用費 (消耗品費、印刷製

本費、会議費 )

役務費

通信運搬費
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欄に定める対象経費の実支出額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額

を選定する。

(イ )(ア )に より種 日ごとに選定 された額の合計額か ら診療収入額を控除

した額 と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額に 3分の 2(沖縄県にあっては 4分の
3)を乗 じて得た額 と、都道府県が補助 した額 とを比較 して少ない方
の額の合計額を交付額 とす る。

ウ.厚生労働大臣が適 当と認める者が行 う事業に対 し都道府県が補助する

事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄に定める対象経費の実支出額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額

を選定する。

(イ )(ア )に より種 目ごとに選定 された額の合計額か ら診療収入額を控除

した額 と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額に 3分の 1(沖縄県にあっては 4分の
3)を乗 じて得た額 と、都道府県が補助 した額 とを比較 して少ない方
の額を交付額 とす る。

事 務 費 1か所当た り次により算出され

た額

(1)ア .診療 日数 1～ 129日
2,897,000円 +(71,000円

×実診療 日数 )

イ.診療 日数 130～ 259日
2,897,000円 十 (77,000円

×実診療 日数 )

ウ.診療 日数260日 以上

2,897,000円 +(87,000円

×実診療 日数 )

(2)訪問看護 による加算額
25,000円 ×訪問看護 日数

へき地診療所の運営に必要な

次に掲げる経費

報  酬
給  料
職員手当等

共 済 費

賃  金
報 償 費

旅  費 (研究費に計上 し
たものを除 く。 )

需 用 費 (研究費、医療費

及び伝送装置経費に計上

したものを除 く。 )

役 務 費 (伝送装置経費に

計上 したものを除 く。 )

委 託 料

使用料及び賃借料 (伝送装

置経費に計上 したものを

3.対 象 経 費
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除 く。 )

原材料費

備品購入費 (単価 50万 円未

満の備品に限る。ただ し、

医療費及び伝送装置経費

に計上 したものを除 く。 )

研 究 費 1か所 当た り

(1)診療 日数  1～ 129日
65,000円

(2)診療 日数 130～ 259日

130,000円

(3)診療 日数 260日 以上

195,000円

医学研究及び学会出席に必要

な次に掲げる経費

旅  費 (研究旅費、学会
出席旅費及び調査研究旅

費 )

需 用 費 (医学用図書雑誌

及び医学研究用材料 )

備品購入費 (単価 50万 円未

満の研究用備品に限る。 )

医 療 費 医療に要 した実支出額 医療に必要な次に掲げる経費

需 用 費 (医薬材料費、医

療用消耗品費、医療機器

修繕料 )

委 託 料 (診療のための検

査委託料 )

備品購入費 (単価 50万 円未

満の医療用備品に限る。 )

伝送装置

経  費
1か所当た り次により算出され

た額

(1)フ ァクシ ミリ
36,250円 ×稼動月数

ただ し、導入初年度にあって

は45,450円 を加算する。

(2)静止画像等伝送装置
289,170円 ×稼動月数

伝送装置の導入及び維持運営

に必要な次に掲げる経費

需 用 費 (消耗品費、修繕

料等 )

役 務 費 (通信運搬費 )

使用料及び賃借料

備品購入費 (単価 50万 円未

満の庁用器具に限る。 )

④ へき地巡回診療車 (船)運営事業
ア.都道府県が行 う事業及び社会福祉法人恩賜財団済生会が巡回診療船に
より行 う事業 (た だ し、社会福祉法人恩賜財団済生会が巡回診療船によ

り行 う事業については、巡回診療を二以上の都道府県の区域にわたって

行 う場合に限る。 )
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(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出
額 とを比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費
か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して

少ない方の額に 2分の 1を 乗 じて得た額を交付額 とする。

イ.市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会 (ただ し、アに
掲げる場合を除 く。 )、 厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海

道社会事業協会が行 う事業に対 して都道府県が補助する事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを事業者 ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費
か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して

少ない方の額に 2分の 1を 乗 じて得た額 と都道府県が補助 した額 とを

比較 して少ない方の額を交付額 とす る。

ウ.病院又は診療所の開設者が行 う事業に対 して都道府県が補助する事業
(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを開設者 ごとに比較 して少ない方の額 を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費
か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額 を控除 した額 と都道府県が

補助 した額 とを比較 してもつとも少ない額に 2分の 1を 乗 じて得た額

を交付額 とする。

巡回診療実施 日数 ×次に定める単価 へき地巡回診療車 (船 )又は歯科

巡回診療車の運営に必要な次に

掲げる経費

給  料
職員手当等

共 済 費

旅  費
報 償 費

需 用 費 (消耗品費、医薬材

料費、燃料費、印刷製本費、

修繕料 )

役 務 費

酬報

金任
貝

2.対 象 経 費

区 分 単  価 (円 )
巡 回 診 療 車 57,000

歯科巡回診療 車 62,000

巡 回 診 療 船 厚生労働大臣に

協議 して定めた

額

- 16 -
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|          1委 託 料      |

⑤ 離島巡回診療ヘ リ運営事業
ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定 された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費
か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除 した額 とを比較 して

少ない方の額に 2分の 1を乗 じて得た額を交付額 とする。

イ .市町村、 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同

組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会が行 う事業に対 して都道

府県が補助する事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを事業者 ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費
か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除 した額 と都道府県が

補助 した額 とを比較 してもつとも少ない額に 2分の 1を乗 じて得た額

を交付額 とする。

ウ.厚生労働大臣が適当と認める者が行 う事業に対 して都道府県が補助す

る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを事業者 ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額か ら診療収入額を控除 した額 と総事業費
か ら診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除 した額 と都道府県が

補助 した額 とを比較 してもつとも少ない額に 2分の 1を乗 じて得た額

を交付額 とする。

1事業あた り次により算出された額

巡回診療実施 日数 ×1,202,000円

離島巡回診療ヘ リの運営に必要

な次に掲げる経費

職員手当等

共 済 費

賃  金
旅  費

酬

料

報

給

2.対 象 経 費

P176
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報 償 費

賃 借 料

需 用 費

料費、

役 務 費

委 託 料

(消耗品費、医薬材

燃料費、修繕料 )

⑥ 沖縄へき地歯科診療班運営事業
ア.次の表の第 1欄に定める種 日ごとに第 2欄 に定める基準額 と第 3欄 に
定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により種 日ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら診療収入額
及び寄付金その他の収入額を控除 した額 とを比較 して少ない方の額に 4

分の 3を乗 じて得た額を交付額 とする。

⑦ 離島歯科診療班派遣事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額と第 2欄に定める対象経費の実支出額

1.種 目 2.基    準    額 3.対 象 経 費

事 務 費 年 額

4,001,000円

へき地歯科診療班の運営に必

要な次に掲げる経費

報  酬
給  料
職員手当等

共 済 費

賃  金
旅  費
諸 謝 金

報 償 費

需 用 費 (消耗品費、燃料

費、食糧費、印刷製本費 )

医 療 費 年 額

1,603,000円

医療に必要な次に掲げる経費

備品購入費 (医療用機器購

入費)

需 用 費 (消耗品費 〔歯科

治療用及び歯科技工用消

耗機器購入費〕、修繕料 )

-18-
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とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により選定 された額から診療収入額を控除 した額 と総事業費か ら診

療収入額及び寄付金その他の収入額を控除 した額 とを比較 して少ない方

の額に 2分の 1を乗 じて得た額を交付額 とする。

③ へき地保健指導所運営事業
ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める種 日ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄に定める対象経費の実支出額 とを比較 し́て少ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に より種 日ごとに選定 された額の合計額 と総事業費から寄付
金その他の収入額を控除 した額 とを比較 して少ない方の額に 2分 の 1

を乗 じて得た額を交付額 とす る。

イ .都道府県が補助する事業

(ア )次の表の第 1欄に定める種 日ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3

欄に定める対象経費の実支出額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額

を選定する。

(イ )(ア )に より種 目ごとに選定 された額の合計額 と総事業費から寄付
金その他の収入額 を控除した額 とを比較 して少ない方の額に 2分の 1

を乗 じて得た額 と都道府県が補助 した額 とを比較 して少ない方の額を

交付額 とする。

次により算出された額の合算額

1.基      準 額 2.対   象 経 費

診療班 l IJI当 た り次に定める単価

(1)遠隔型離島  777,000円
(2)近接型離島  140,000円

派遣 日数は次のとお りとする。ただし

(1)

(2)

遠隔型

近接型

8日 間以上

2日 間以上

離島への歯科診療班の派遣に必

要な次に掲げる経費

報  酬

職員手当等

賃  金
旅  費
報 償 費

需 用 費 (消耗品費、医薬材

料費、燃料費、印刷製本費、

修繕料 )

委 託 料

料給

3.対 象 経 費

P178
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(1)職員基本給等
1か所当た り 4,651,000円

ただし、新設のへき地保健指

導所にあつては、上記金額に

稼動月数/12を乗 じて得た額

とする。

(2)寒冷地手当
国家公務員の寒冷地手当に関

す る法律 (昭和 24年法律第
200号 )第 2条の規定によ
り算出した額

ただし、同条第 4項に定める

基準額については、 1人 当た
りそれぞれ次に定める額 とす

る。

保健師に支給するために必要

な次に掲げる経費

給  料
職員手当等

特別手当 (期 末勤勉手当)

特地勤務手当 (へき地手当)

寒冷地手当

共 済 費

賃  金 (育児休業代替保
健師の雇上げに要す る場

合に限る。 )

保健指導

事 業 費

1か所 当た り    336,000円

ただ し、新設のへき地保健指

導所にあっては、上記金額に

稼動月数/12を乗 じて得た額

とする。

保健指導所の運営及び保健指

導に必要な次に掲げる経費

旅  費
需 用 費 (伝送装置経費に

計上 したものを除 く。 )

役 務 費 (伝送装置経費に

計上 したものを除 く。 )

伝送装置

経  費
1か所当た り次により算出され

た額

8,400円 +2,390円 ×稼動月数

ただ し、導入初年度にあって

は、40,000円 を加算する。

伝送装置の維持運営に必要な

次に掲げる経費

需 用 費 (消耗品費、修繕

料等 )

役 務 費 (通信運搬費 )

備品購入費 (単価 50万 円未

満の伝送装置用の庁用器

具に限る。 )
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2)救急医療対策事業の交付額は、次の①か ら④により算出 された額の合計額
とす る。ただ し、算出された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、
これ を切捨てるものとする。

① 救急医療支援センター運営事業
ア.次の表の第 1欄 に定める基準額と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

② 救急医療 トレーニングセンター運営事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出額

とを施設 ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額に 2分の 1を乗 じて得た額を交付額 とす

る。

77,800千 円

救急医療 トレーニ ングセ ンターの運営

に必要な次 に掲 げる経費

1.指 導医、プ ログラム責任者 にか

1.基    準   額 2.対 象 経 費

108,595千 円

救急医療支援センターの運営に必要な

次に掲げる経費

1.報 酬
2.給 料
3.職員手当等
4.法 定福利費
5.賃 金
6.報償費
7.需用費 (消耗品費、印刷製本
費 )

8.役務費
9.備品購入費 (サーバー )
10.使 用料及び賃借料
11.委 託費 (上記 1か ら 10に 該
当するもの。 )

2.対 象 経 費

P180
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かる謝金、人件費、手当

2.賃 金 (プ ログラム責任者の補
助者雇上経費 )

3.役務費 (損害保険料 )
4.備 品、医療機器 (患者に使用す
るものを除 く。 )、 庁用器具

(視聴覚教育用機器)購入費
5.海外留学費
6.外国人講師招へい費

③ 中毒情報センター情報基盤整備事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額
とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額を交付額 とす る。

(3)災害医療対策事業等の事業の交付額は次の①か ら⑤により算出された額の
合計額 とする。ただ し、算出された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場
合には、これを切捨てるものとする。

1.基    準   額 2.対 象 経 費

14,770千 円

中毒情報センターの情報基盤整

備及び 24時 間体制で医師を確
保す るために必要な次に掲げる

経費

1.賃 金
2.報償費
3.旅 費
4.需 用費 (消耗品費、印刷
製本費、光熱水費、燃

料費等 )

5.役務費 (通信運搬費 )
6.委託費 (集計及び入力の
ための委託費 )

7.使用料及び賃借料
8.備 品購入費

- 22 -
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① 医療施設耐震化促進事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出額
とを施設 ごとに比較 して少ない方の額 を選定する。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額に 3分の 2を 乗 じて得た額 と、都道府県

が補助 した額 とを比較 して少ない方の額に 2分の 1を乗 じて得た額の合

計額 を交付額 とする。

1.基 準 額 2.対 象 経 費
3, 000千 円 医療施設の耐震診断に必要な請負費

② DMAT事 務局等運営事業
ア.次の表の第 1欄に定める種目ごとに、第 2欄 に定める基準額と第 3欄

に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ.ア により種日ごとに選定された額の合計額と総事業費から寄付金その

他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

1. 種      目 2.基  準 額 3.対 象 経 費
DMAT事 務局事業 14,150千 円 DMAT事 務局の運営に必要な

次に掲げる経費

1.報 酬
2.給 料
3.職員手当等
4.法 定福利費
5.賃 金
6.報償費 (謝金 )
7.旅 費
8.需用費 (消耗品費、印刷
製本費 )

9.使用料及び賃借料 (会場
借料等 )

10.役務費 (通信運搬費等 )

H.備 品購入費
災害医療調査ヘ リ

コプター運営事業

厚生労働大臣が必要

と認めた額

災害医療調査ヘ リコプターの運

営に必要な次に掲げる経費

P182
- 23 -



1.旅 費
2.賃借料
3.需用費
材料費、

燃料費、

4.役務費

(消耗品費、医薬

医療用消耗品費、

食料費 )

(通信運搬費 )

③ 防災訓練等参加支援事業
ア.都道府県が行 う事業
(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 と総事業費から寄付金その他の収入額を
控除 した額 とを比較 して少ない方の額を交付額 とする。

イ .都道府県が補助する事業
(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 と総事業費から寄付金その他の収入額を
控除 した額 と都道府県が補助 した額 とを比較 してもつとも少ない額の

合計額を交付額 とする。

④  DMAT活 動支援事業
ア.都道府県が行 う事業
(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を
控除 した額 とを比較 して少ない方の額に 2分の 1を 乗 じて得た額を交

付額 とする。

イ.都道府県が補助する事業
(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を

1.基 準 額 2.対 象 経 費
厚生労働大臣が必要 と認 めた額 国の主催する総合防災訓練に参加する

ために必要な次に掲げる経費

1,旅 費
2.需用費 (自 動車借料、燃料費 )
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控除 した額 と都道府県が補助 した額 とを比較 してもつとも少ない額に

2分の 1を乗 じて得た額の合計額を交付額 とす る。

⑤  DMAT訓 練事業
ア.次 の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出額
とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額を交付額 とす る。

1.基  準 額 2.対 象 経 費
666千 円 DMAT訓 練事業に必要な次に掲げる経費

1.報償費 (謝金 )
2.旅 費
3.需用費 (消耗品費、印刷製本費 )
4.役務費 (通信運搬費 )
5。 使用料及び賃借料 (会場借料等 )

(4)地域医療確保支援事業の交付額は、次の①から②により算出された額の合計
額 とする。ただ し、算出された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合に
は、これを切捨てるものとする。

ただ し、算出された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、これ
を切捨てるものとする。

① 産科医療機関確保事業
ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定 された額 と総事業費か ら産科部門の収入額及び寄
付金その他の収入額を控除 した額 とを比較 して少ない方の額に 2分 の

1.基  準 額 2.対 象 経 費
厚生労働大臣が必要 と認めた額 被災地に出動 したDMATの 活動に必要

な次に掲げる経費

1.旅 費
2.賃借料
3.需用費 (消耗品費、医薬材料費、医療
用消耗品費、燃料費、食料費 )

4.役務費 (通信運搬費 )
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1を乗 じて得た額を交付額 とする。

イ.都道府県が補助する事業
(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 と総事業費か ら産科部門の収入額及び寄
付金その他の収入額を控除 した額 とを比較 して少ない方の額 と、都道

府県が補助 した額 とを比較 して少ない方の額に 2分の 1を乗 じて得た

額の合計額を交付額 とする。

② 地域医療支援セ ンター運営事業
ア.次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3欄
に定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により種 目ごとに選定された額の合計額 と総事業費から寄付金その

他の収入額を控除 した額 とを比較 して少ない方の額に 2分の 1を乗 じて

得た額を交付額 とする。

人 件 費 次により算出された額
の合計額

地域医療対策事業実施

要綱第3の 3(2)に 定
める専任医師 1人 当た

り

12,548千 円

次に掲げる専任医師及び専従職員

の人件費

1.給 料
2.職員手当等
3.法定福利費

1.基  準  額 2.対  象 経 費

1か所当た り

(1)分娩取扱期間  年間 9月 以上
22,810千 円

(2)分娩取扱期間  年間 6月 以上
9月 未満

15,207千 円

(3)分娩取扱期間  年間 6月 未満
7,603千 円

(注)交付額は、調整の上決定するこ
ともあ り得ること。

産科医療機関確保事業に必要な次に

掲げる経費

1.報 酬
2.給 料
3.職員手当等
4.法 定福利費
5.報償費 (謝金 )

3.対 象 経 費
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(上限2名 )

地域医療対策事業実施

要綱第3の 3(2)に定
める専従職員 1人当た

り

3,899千 円

(上限 3名 )

5)感染症指定医療機関運営事業の交付額は、次の①から③により算出された
額の合計額とする。ただし、医療機関ごとに算定された額に 1, 000円 未
満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。

① 特定感染症指定医療機関運営事業
ア.次 の表の第 1欄に定める基準額と第 2欄に定める対象経費の実支出額
とを医療機関ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の

収入額を控除した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

次により算出された額を限度 と

して厚生労働大臣の認めた額 とす

る。

特定感染症指定医療機関の運営に必要

な次に掲げる経費

1.需用費 (消耗品費、印刷製本費、
光熱水費、燃料費、修繕費等 )

事 業 費 36,018千 円 事業に必要な次に掲げる経費

1.報 酬
2.賃 金
3.報償費 (謝金 )
4.旅  費
5。 需用費 (消耗品費、印刷製本

費等 )

6.使用料及び賃借料 (会場借料
等 )

7.役務費 (通信運搬費等 )
8.委託料
9.備品購入費

2.対 象 経 費
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1床当た り年額 7, 500千 円

ただ し、希少感染症治療薬、保

管機材等購入費 として 49, 94
7千 円を加算する。

2.役務費 (通信運搬費、手数料等 )
3.委託料
4.使 用料及び賃借料
5.材料費
6.備 品購入費 (単価 50万 円 (民間団
体にあつては30万 円)未満の備品
に限る。 )

② 第一種感染症指定医療機関運営事業
ア.都道府県の行 う事業
(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金そ
の他の収入額を控除 した額 とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額

に 2分の 1を 乗 じて得た額の合計額を交付額 とする。
イ .都道府県が補助する事業
(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出
額 とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金そ
の他の収入額を控除 した額 と都道府県が補助 した額 とを医療機関ごと

に比較 してもつとも少ない額に 2分の 1を乗 じて得た額の合計額を交
付額 とする。

③ 第二種感染症指定医療機関運営事業

1.基    準   額 2.対 象 経 費

1床 当た りの年額 4, 500千
円を限度 として厚生労働大臣の認

めた額 とす る。

第一種感染症指定医療機関の運営に必

要な次に掲げる経費

1.需用費 (消耗品費、印刷製本費、
光熱水費、燃料費、修繕費等 )

2.役務費 (通信運搬費、手数料等 )
3.委託料
4.使 用料及び賃借料
5,材料費
6.備 品購入費 (単価 50万 円 (民間団
体にあっては30万 円)未満の備品
に限る。 )
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ア.都道府県の行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金そ
の他の収入額を控除 した額 とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額

に 2分の 1を 乗 じて得た額の合計額を交付額 とする。

イ.都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定 された額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金そ
の他の収入額を控除 した額 と都道府県が補助 した額 とを医療機関ごと

に比較 してもつとも少ない額に 2分の 1を乗 じて得た額の合計額を交

付額 とする。

1.基    準   額 2.対 象 経 費

1床 当た りの年額 1, 500千

円を限度 として厚生労働 大臣の認

めた額 とす る。

第二種感染症指定医療機関の運営に必

要な次に掲げる経費

1.需用費 (消耗品費、印刷製本費、
光熱水費、燃料費、修繕費等 )

2.役務費 (通信運搬費、手数料等 )
3.委託料
4.使 用料及び賃借料
5.材料費
6.備 品購入費 (単価 50万 円 (民間団
体にあつては30万 円)未満の備品

に限る。 )

(6)医療安全推進事業の交付額は、次により算出するものとする。
ただ し、算出された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、これ

を切捨てるものとす る。

① 医療事故情報収集等事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ、アにより選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額を交付額 とする。

1.基  準 額 2.対 象 経 費
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922千 円 医療事故情報収集等の事業に必要な次に

掲げる経費

給与費 (常勤職員給与費、非常勤職員給

与費、法定福利費等 )、 賃金、諸謝金、旅

費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信

運搬費、光熱水費、賃借料、会議費、雑役

務費 、委託料

② 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額と第 2欄に定める対象経費の実支出額
とを比較して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

③ 産科医療補償制度運営事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額
とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 し
た額 とを比較 して少ない方の額を交付額 とす る。

87

1.基  準 額 2.対 象 経 費
119,155千 円 診療行為に関連 した死亡の調査分析モデ

ル事業に必要な次に掲げる経費

給与費 (常勤職員給与費、非常勤職員給

与費、法定福利費等 )、 賃金、諸謝金、旅

費、解剖及び文書料、備品費、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、使用

料及び賃借料、会議費、雑役務費

1.基  準 額 2.対 象 経 費
80,237千 円 産科医療補償制度運営事業に必要な次に

掲げる経費

給与費 (常勤職員給与費、非常勤職員給

与費、法定福利費等 )、 賃金、諸謝金、旅

費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、

賃借料、会議費、雑役務費
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(7)臨床研究拠点等整備事業の交付額は、次の①から④により算出された額の合
計額とする。ただし、機関ごとに算定された額に 1, 000円未満の端数が生
じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① 早期・探索的臨床試験拠点整備事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額と第 2欄に定める対象経費の実支出額
とを比較して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

1.基    準   額 2.対 象 経 費
厚生労働大臣が必要と認めた額 早期・探索的臨床試験拠点整備事業に

必要な次に掲げる経費

1.人件費 (常勤職員給与費、非常
勤職員給与費、法定福利費 )

2.賃金
3.報償費 (謝金 )
4.旅 費
5.需用費 (消耗品費、印刷製本
費、会議費、図書購入費 )

6.役務費
7.使用料及び賃借料
8.委託料 (上記 1か ら 7に掲げる
経費に該当す るもの。 )

9。 医療機器等の備品購入費

10,医療機器等の設置に要する工事

費又は工事請負費

②  グローバル臨床研究拠点整備事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額
とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額を交付額 とする。

グローバル臨床研究拠点整備事業に必

要な次に掲げる経費

1.人件費 (常勤職員給与費、非常

2.対 象 経 費
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勤職員給与費、法定福利費 )

賃金

報償費 (謝金 )

旅費

需用費 (消耗品費、印刷製本費

会議費、図書購入費)

役務費

.使用料及び賃借料

.備品購入費

.委託料 (上記 1か ら 8に掲げる

経費に該当するもの。 )

③  医薬品等治験基盤整備事業
ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出額 と
を比較 して少ない方の額を選定する。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 した
額 とを比較 して少ない方の額 を交付額 とする。

④ 治験拠点病院活性化事業
ア.次の表の第 1欄 に定める基準額と第 2欄に定める対象経費の実支出額
とを比較して少ない方の額を選定する。

2.

3.

4.

5.

６

７

８

９

1.基    準   額 2.対 象 経 費
厚生労働大臣が必要 と認 めた額 医薬品等治験基盤整備事業に必要な次

に掲げる経費

1.人件費 (常勤職員給与費、非常
勤職員給与費、法定福利費 )

2.賃金
3.報償費 (謝金 )
4.旅 費
5.需用費 (消耗品費、印刷製本費
、会議費、図書購入費 )

6.役務費
7.使用料及び賃借料
8.備 品購入費
9.委託料 (上記 1～ 8に掲げる経
費に該当するもの。 )
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イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額を交付額 とす る。

(8)医療の質の評価・公表等推進事業の交付額は次により算出するものとする。
ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出額 と

を比較 して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除 した

額 とを比較 して少ない方の額に 2分の 1を乗 じて得た額を交付額 とす る。

1団 体 当た り 20, 062千 円 医療の質の評価 。公表等推進事業に必

要な次に掲げる経費

1.人件費 (非常勤職員給与費、法
定福利費等 )

2.賃金
3.報償費 (謝金 )
4.旅 費
5.需用費 (消耗品費、印刷製本費
、会議費、図書購入費 )

6.役務費 (通信運搬費、雑役務

1.基  準  額 2.対 象 経 費
厚生労働大臣が必要 と認 めた額 治験拠点病院 として治験環境の充実

に必要な次に掲げる経費

1.人件費 (常勤職員給与費、非常
勤職員給与費、法定福利費等 )

2.賃金
3.旅費
4.需 用費 (消耗品費、印刷製本
費、会議費、図書購入費 )

5.役務費 (通信運搬費 )
6.使用料及び賃借料
7.委託料 (上記 1か ら6に掲げる
経費に該当するもの。ただし、治

験業務の IT化 に係 るものに限
る。 )

2.対 象 経 費
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費 )

7.使用料及び賃借料
8.委託料 (上記 1か ら 7に掲げる
経費に該当す るもの。 )

(9)異状死死因究明支援事業の交付額は次により算出するものとする。
ただ し、算出された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、 これを
切捨てるものとする。

ア.次 の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出額 と

を比較 して少ない方の額を選定す る。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 した

額 とを比較 して少ない方の額 を交付額 とする。

1.基   準   額 2.,対 象 経 費

1箇所当た り 7, 424千 円 異状死死因究明支援事業に必要な次に

掲げる経費

1.賃金
2.報償費 (謝金 )
3.旅費
4.需 用費 (消耗品費、印刷製本
費、会議費 )

5.役務費 (通信運搬費、解剖経
費、死亡時画像診断経費 )

6.委託料 (上記 1～ 5に掲げる経
費に該当するもの )

(10)外 国人受入医療機関認証制度開発のための支援事業の交付額は次により算出

するもの とする。

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出額 と
を比較 して少ない方の額を選定す る。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 した

額 とを比較 して少ない方の額を交付額 とする。

1.基    準   額 2.対 象 経 費
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35,359千 円

(交付決定の下限 )

5.3の 事業について、 4に より
掲げる額に満たない場合には、

外国人受入医療機関認証制度開発のた

めの支援事業に必要な次に掲げる経費

1.人件費 (職員給与費、法定福利費
等 )

2.報償費 (謝金 )
3.旅費
4.需 用費 (消耗品費、印刷製本費
、会議費、図書購入費 )

5.役務費 (雑役務費 )
6。 使用料及び賃借料

7.委託料 (上記 1か ら 6に掲げる経
費に該当するもの。 )

施設 (地 区等)ご とに算出された額が、別表に
交付決定を行わないもの とす る。

(別  表 )
事 業 名 下 限 額

(1)医療施設運営費等補助金
① へき地保健医療対策事業
ア.へ き地医療支援機構運営事業
キ.へ き地保健指導所運営事業

④ 感染症指定医療機関運営事業
(4)医療施設耐震化促進事業

千 円

372

205

42

150

(交付の条件 )

6.こ の補助金の交付の決定には、次の条件が付 され るものとする。
(1)3に 掲げる事業の うち医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費
補助金の事業に要す る経費の配分の変更は してはならないもの とする。 さら

に、医療施設運営費等補助金については、別表に掲げる区分間の事業に要する

経費の配分の変更をしてはならないものとする。

(別 表 )
区    分 事     業     名
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医療提供体制確保対策費 ① へき地保健医療対策事業等
② 救急医療対策事業
⑤ 災害医療対策事業等
⑥ 地域医療確保支援事業
③ 医療の質の評価 。公表等推進事業
⑩ 外国人受入医療機関認証制度開発のための支
援事業

感染症対策費 ③ 感染症指定医療機関運営事業
医療安全確保推進費 ④ 医療安全推進事業

⑨ 異状死死因究明支援事業
医薬品等研究開発推進費 ⑦ 臨床研究拠点等整備事業

(2)事業に要する経費の配分の変更 (軽微な変更を除く。)をす る場合には、
厚生労働大臣の承認 を受けなければならない。

(3)事業の内容の変更 (軽微な変更を除 く。)をす る場合には、厚生労働大臣
の承認を受けなければな らない。

(4)事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認 を受けなけれ
ばならない。

(5)事業が予定の期間内に完了 しない場合又は事業の遂行が困難 となった場合
には、速やかに厚生労働大臣に報告 してその指示 を受けなければならない。

(6)事業により取得 し、又は効用の増加 した財産で価格が単価 50万 円 (民間
団体にあつては 30万 円)以上の機械及び器具については、補助金等に係 る
予算の執行の適正化に関する法律施行令第 14条第 1項第 2号の規定により
厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受け

ないでこの補助金の交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け、

担保に供 し、又は廃棄 してはならない。

(7)厚生労働大臣の承認 を受けて財産を処分することにより収入があつた場合
にはその収入の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

(8)事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了後にお
いても善良な管理者の注意をもつて管理す るとともに、その効率的な運営を

図らなければならない。

(9)補助金 と事業に係 る証拠書類等の管理については次によるものとする。
ア.補助事業者が地方公共団体の場合
補助金 と事業に係 る予算及び決算 との関係を明らかにした第 1号様式に

よる調書を作成するとともに、事業に係 る歳入及び歳出について証拠書類

を整理 し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の 日 (事業の中止又は廃止

の承認 を受けた場合には、その承認 を受けた 日)の属する年度の終了後 5
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年間保管 しておかなければならない。

イ.補助事業者が地方公共団体以外の場合
事業に係 る収入及び支出を明 らかにした帳簿を備 え、当該収入及び支出

について証拠書類 を整理 し、かつ、当該帳簿等及び証拠書類を事業の完了

の 日 (事業の中止又は廃上の承認を受けた場合には、その承認を受けた 日)

の属す る年度の終了後 5年間保管 しておかなければならない。

(10)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係 る消費

税及び地方消費税に係 る仕入控除税額が確定 した場合には、第 14号様式によ

り速やかに厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部 (又 は一支社、

一支所等)で あつて、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部 (又
は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行つている場合は、本部
の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行 うこと。

また、厚生労働大臣は報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税

に係 る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

(11)都道府県は、国か ら概算払により間接補助金又は (13)に より交付する補

助金に係 る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相

当する額を遅滞なく間接補助事業者又は補助金の交付を受ける者に交付 しな

ければな らない。

(12)都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、 (1)か
ら (10)に掲げる条件を付 さなければならない。 この場合において (2)か
ら (5)、 (7)及び (10)中 「厚生労働大臣」 とあるのは 「都道府県知事
」、 「国庫」 とあるのは 「都道府県」 と、 (6)中 「厚生労働大臣の承認」
とあるのは 「都道府県知事の承認」 と、 (10)中 「第14号様式」 とあるのは

、 「第 15号様式」 と読み替えるもの とする。

(13)都道府県は、 3の (1)の①のアの事業を行 う場合に、補助金を交付す る
ものについては、 (1)か ら (10)に掲げる条件を付 さなければならない。
この場合において (2)か ら (5)、 (7)及び (10)中 「厚生労働大臣」
とあるのは 「都道府県知事」 と、 「国庫」 とあるのは 「都道府県」 と、 (6

)中 「厚生労働大臣の承認」 とあるのは 「都道府県知事の承認」 と、 (10)
中 「第 14号様式」 とあるのは、 「第 15号様式」 と読み替えるものとする。

(14)(12)又 は (13)に より付 した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示
をす る場合には、あらか じめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければな

らない。

(15)間接補助事業者又は (13)に より補助金の交付 を受けた者か ら財産の処分

による収入の全部又は一部の納付があつた場合には、その納付額の全部又は

一部を国庫に納付 させることがある。

P196
- 37 -



(16)財 団法人 日本中毒情報センター、財団法人 日本医療機能評価機構及び一般
社団法人 日本医療安全調査機構は、この補助金に係る支出明細書を第 16号様

式により作成 し、国か らの補助金等全体の金額及びその年間収入に対す る割

合を示す書類に添付 した上で、計算書類等 と併せて事務所に備 えつけ公開す

るとともに、決算後 10日 を経過 した 日又は翌年度 7月 10日 のいずれか早
い 日までに厚生労働省に報告 しなければならない。

(申 請手続 )

7.こ の補助金の交付の申請は、次により行 うものとする。
(1)都道府県以外が行う3の (1)の①のオ、 3の (1)の②のア及びイ、 3
の (1)の③のア、 3の (1)の ⑦、③及び⑩の事業
ア.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 26条第 2項に基づ
き、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行 う場合

(ア )補助事業者は、第 2号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府
県知事が定める日までに都道府県に提出するものである。

(イ )都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とり
まとめのうえ、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものと
する。

イ.ア以外の場合

補助事業者は、第 2号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度 6
月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(2)財団法人日本中毒情報センターが行 う3の (2)の事業
財団法人日本中毒情報センター理事長は、第 3号様式による申請書に関係
書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(3)財団法人日本医療機能評価機構が行 う3の (1)の④のアの事業
財団法人日本医療機能評価機構理事長は、第 4号の 2様式による申請書に
関係書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものと
する。

(4)財団法人日本医療機能評価機構が行 う3の (1)の④のウの事業
財団法人日本医療機能評価機構理事長は、第 4号の 3様式による申請書に
関係書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するもの
とする。

(5)一般社団法人日本医療安全調査機構が行う3の (1)の④のイの事業
一般社団法人日本医療安全調査機構理事長は、第 5号様式による申請書に
関係書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するもの
とする。

(6)独立行政法人国立病院機構災害医療センターが行う3の (1)の⑤のイの

- 38 -
P197



事業

独立行政法人国立病院機構災害医療センター院長は、第 6号の 1様式によ

る申請書に関係書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提

出するもの とする。

(7) (1)か ら (6)ま で以外の事業
都道府県知事は、第 7号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度

6月 30日 までに厚生労働大臣に提出す るもの とす る。

(変更申請手続 )

8.こ の補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更 して追カロ交付

申請等を行 う場合には、 7に 定める申請手続に従い、毎年度 1月 20日 までに

行 うものとする。

(交付決定までの標準的期間 )

9。 この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとお りとす る。

(1)補助金等に係 る予算の執行の適正化に関す る法律第 26条第 2項に基づき、
補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行 う場合において、都道府

県知事は、 7の (1)の ア若 しくは 8に よる申請書が到達 した 日か ら起算 し

て原則 として 1月 以内に国に提出するもの とし、国は、都道府県知事か ら申

請書が到達 した 日か ら原則 として 1月 以内に交付の決定 (変更交付決定を含

む。)を行 うものとする。

(2)(1)以 外の場合、国は、 7の (1)の イ、 7の (2)、 7の (3)、 7
の (4)、 7の (5)、 7の (6)又 は 7の (7)若 しくは 8に よる申請書が

到達 した 日か ら起算 して原則 として 1月 以内に交付の決定 (変更交付決定を含

む。)を行 うものとする。

(補助金の概算払 )

10.厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額

の範囲内において概算払をすることができる。

(実績報告 )

11.こ の補助金の事業実績報告は、次により行 うもの とする。

(1)都道府県以外が行 う3の (1)の①のオ、 3の (1)の②のア及びイ、 3
の (1)の③のア、 3の (1)の ⑦の事業
ア 補助金等に係 る予算の執行の適正化に関する法律第 26条第 2項に基づ

き、補助金等の交付に関す る事務の一部を都道府県が行 う場合

(ア )補助事業者は、当該年度の事業が完了 した ときは、第 8号様式による
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報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県に

提出するものとする。

(イ )都道府県知事は、アの報告書を受理 した ときは、これを審査 し、 とり
まとめの うえ、翌年度 6月 30日 (6の (4)に より事業の中止又は廃
止の承認 を受けた場合には、当該承認の通知を受理 した 日から 1月 を経

過 した 日)ま でに厚生労働大臣に提出するものとする。
イ ア以外の場合
補助事業者は、第 8号様式による報告書に関係書類を添えて、毎年度 6

月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(2)財団法人 日本中毒情報センターが行 う3の (2)の 事業
財団法人 日本中毒情報センター理事長は、当該年度の事業が完了 した とき

は、第 9号様式による報告書に関係書類を添えて、翌年度 6月 30日 (6の
(4)に より事業の中止又は廃止の承認 を受けた場合には、当該承認の通知
を受理 した 日か ら 1月 を経過 した 日)ま でに厚生労働大臣に提出す るものと

する。

(3)財団法人 日本医療機能評価機構が行 う3の (1)の④のアの事業
財団法人 日本医療機能評価機構理事長は、当該年度の事業が完了 した とき

は、第 10号の 2様式による報告書に関係書類を添えて、翌年度 4月 10日 (

6の (4)に より事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の
通知を受理 した 日か ら 1月 を経過 した 日)ま でに厚生労働大臣に報告す るも
のとする。

(4)財団法人 日本医療機能評価機構が行 う3の (1)の ④のウの事業
財団法人 日本医療機能評価機構理事長は、当該年度の事業が完了 した とき

は、第 10号の 3様式による報告書に関係書類 を添えて、翌年度 4月 10日

(6の (4)に より事業の中止又は廃止の承認 を受けた場合には、当該承認
の通知を受理 した 日か ら 1月 を経過 した 日)ま でに厚生労働大臣に報告する
もの とす る。

(5)一般社団法人 日本医療安全調査機構が行 う 3の (1)の④のイの事業
一般社団法人 日本医療安全調査機構理事長は、当該年度の事業が完了 した

ときは、第H号様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の 日から
起算 して 1月 を経過 した 日 (6の (4)に より事業の中止又は廃上の承認 を
受けた場合には、当該承認の通知を受理 した 日か ら起算 して 1月 を経過 した

日)又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い 日までに厚生労働大臣に報告する
ものとす る。

(6)独 立行政法人国立病院機構災害医療センターが行 う3の (1)の⑤のイの
事業

独立行政法人国立病院機構災害医療センター院長は、当該年度の事業が完
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了 したときは、第 12号の 1様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完

了の 日か ら起算 して 1月 を経過 した 日 (6の (4)に より事業の中止又は廃
止の承認 を受けた場合には、当該承認の通知を受理 した 日から起算 して 1月

を経過 した 日)又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い 日までに厚生労働大臣

に報告す るものとする。

(7)3の (1)の ③及び⑩の事業
補助事業者は、当該年度の事業が完了 したとき、第 号様式による報告書に

関係書類 を添えて、翌年度 4月 10日 (6の (4)に より事業の中止又は廃止
の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理 した 日か ら 1月 を経過 した

日)ま でに厚生労働大臣に報告す るものとする。

(8)(1)か ら (7)ま で以外の事業
都道府県知事は、当該年度の事業が完了 したときは、第 13号様式による報

告書に関係書類を添えて、翌年度 6月 30日 (6の (4)に より事業の中止

又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理 した 日か ら 1月 を

経過 した 日)ま でに厚生労働大臣に提出するもの とする。

(補助金の返還 )

12.厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定 した場合において、既にその

額を超 える補助金が交付 されているときは、期限を定めて、その超える部分に

ついて国庫に返還することを命ずる。

(そ の他 )

13.特別の事情により4、 5、 7、 8及びHに定める算定方法、手続によるこ

ができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めると

ろによるものとする。

と

こ
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厚 生 省 発 医 第 1

昭 和 54年 7月
最終改正厚生労働省発医政04
平 成 22年 4月

医療施設等設備整備費補助金交付要綱

(通  則 )
1 医療施設等設備整備費補助金については、予算の範囲内において交付するもの

とし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和 30年法律第 17
9号 )、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭和 30年政
令第 255号 )及び厚生労働省所管補助金等交付規貝J(平成 12年曇告薯令第 6

号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的 )

2 この補助金は、へき地医療の確保及び臨床研修医の研修環境の充実等を図るこ
とを目的とする。

(交付の対象 )

3 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。ただし、東京都 (特別区を含む。
)、 愛知県、さいたま市、千葉市、川崎市及び名古屋市が設置する設備の整備

事業 ((13)、 (14)、 過疎地域自立促進特別措置法 (平成 12年法律第 15号)第
16条第 1項第 1号から第 3号及び離島振興法 (昭和 28年法律第 72号)第
10条第 1項第 1号から第 3号までに基づき実施する事業を除く。)については、

交付の対象としないものとする。

なお、次の (1)か ら (3)、 (9)、 (10)及び (12)か ら (15)の事業を

独立行政法人、国立大学法人等が実施する場合については、必要に応 じてあらか

じめ総務大臣に協議 し、その同意を得ることとする。

(1)へき地診療所設備整備事業
平成 13年 5月 16日 医政発第 529号 厚生労働省医政局長通知 「へき地保
健医療対策事業等について」 (以下 「へき地保健医療対策等実施要綱」とい う。

)に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行 うへき地診療所 (国民健康保険直営診療所を含む。 (以 下同
じ。))の 設備整備事業
イ 次に掲げる者が行 うへき地診療所の設備整備事業に対して都道府県が補助
する事業

(ア )市町村等 (地方独立行政法人、特別区及び地方公共団体の組合を含む。

以下同じ。)(イ )日 本赤十字社 (ウ )社会福祉法人恩賜財団済生会
(工 )全国厚生農業協同組合連合会 (オ )社会福祉法人北海道社会事業協会

(力 )そ の他厚生労働大臣が適当と認める者

号

日
号
日

２

７
７
第
６

６

１

２

１

１
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(2)へき地患者輸送車 (艇)整備事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行 う患者輸送車、患者輸送艇及び患者輸送用雪上車の整備事業
イ 市町村等が行 う患者輸送車、患者輸送艇及び患者輸送用雪上車の整備事業
に対 して都道府県が補助する事業

ウ 豪雪地帯対策特別措置法 (昭和 37年法律第 73号 )第 2条第 1項の規定
に基づ く指定区域内に所在するへき地診療所 (へ き地診療所施設整備費補助

金の交付を受けて設置 した診療所及び国民健康保険直営診療所をい う。)の

開設者が行 う医師往診用小型雪上車の整備事業に対 して都道府県が補助する

事業

(3)へ き地巡回診療車 (船)整備事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行 う巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯科巡回
診療車の整備事業

イ 社会福祉法人恩賜財団済生会が行 う巡回診療船の整備事業 (た だし、巡回
診療を三以上の都道府県の区域にわたつて行 う場合に限る。 )

ウ 次に掲げる者が行 う巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯科
巡回診療車の整備事業に対して都道府県が補助する事業

(ア )市町村等 (イ )日 本赤十字社 (ウ )社会福祉法人恩賜財団済生会 (ただし、

イに掲げる場合を除く。)(工 )全国厚生農業協同組合連合会 (オ )社会福祉
法人北海道社会事業協会

工 都道府県知事の指定を受けたへき地医療拠点病院又は要請を受けた病院又
は診療所の開設者が行 う巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯

科巡回診療車の整備事業に対 して都道府県が補助する事業

(4)離島歯科巡回診療用設備整備事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、都道府県が行 う離島歯科診療

班派遣事業に必要な歯科医療機器の整備事業

(5)過疎地域等特定診療所設備整備事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業 とする。

ア 都道府県が行 う過疎地域等特定診療所の医療機器整備事業
イ 市町村等が行 う過疎地域等特定診療所の医療機器整備事業に対 して都道府
県が補助する事業

(6)沖縄医療施設設備整備事業
一般疾病の診断、治療を行 う医療法 (昭和 23年法律第 205号 )第 31条
の規定する都道府県、市町村等及びその他厚生労働大臣の定める者 (以下「公的

P202
-2-



団体」という。)が設立する沖縄県内に所在する病院の医療機械の設備整備事業

(7)奄美群島医療施設設備整備事業
一般疾病の診断、治療を行 う鹿児島県立大島病院の医療機械の設備整備事業

(8)へき地保健指導所設備整備事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行 うへき地保健指導所の設備整備事業
イ 市町村等が行 うへき地保健指導所の設備整備事業に対 して都道府県が補助
する事業

(9)へき地医療拠点病院設備整備事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行 うへき地医療拠点病院の医療機器整備事業
イ 都道府県知事から指定を受けた病院の開設者が行 うへき地医療拠点病院の
医療機器整備事業に対 して都道府県が補助する事業

(10)遠隔医療設備整備事業

平成 13年 4月 26日 医政発第 484号 厚生労働省医政局長通知 「地域医療
の充実のための遠隔医療補助事業の実施について」に基づき実施する次の事業

とする。

ア 都道府県が行 う遠隔医療設備整備事業
イ 市町村等、厚生労働大臣の認める者が開設する医療施設が行 う遠隔医療設
備整備事業に対して都道府県が補助する事業

(11)臨床研修病院支援システム設備整備事業

平成 16年 3月 31日 医政発第0331018号厚生労働省医政局長通知 「臨床研
修病院支援システム設備整備事業の実施について」に基づき厚生労働大臣の認

める者 (都道府県及び市町村等を除く。)が開設する医療施設が行う臨床研修

病院支援システム設備整備事業

(12)へき地・離島診療支援システム設備整備事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行 うへき地・離島診療支援システム設備整備事業
イ 次に掲げる者が行 うへき地・離島診療支援システム設備整備事業に対し、
都道府県が補助する事業

(ア )市町村等 (イ )日 本赤十字社 (ウ )社会福祉法人恩賜財団済生会

(工 )全国厚生農業協同組合連合会 (オ )社会福祉法人北海道社会事業協会

(力 )そ の他厚生労働大臣が適当と認める者
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(13)離島等患者宿泊施設設備整備事業
「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業 とする。

ア 都道府県が行 う離島等患者宿泊施設設備整備事業
イ 次に掲げる者が行 う離島等患者宿泊施設設備整備事業に対 し、都道府県が

補助する事業

(ア )市町村等 (イ )日 本赤十字社 (ウ )社会福祉法人恩賜財団済生会

(工 )全国厚生農業協同組合連合会 (オ )社会福祉法人北海道社会事業協会

(力 )そ の他厚生労働大臣が適当と認める者

(14)産科医療機関設備整備事業

平成 21年 4月 1日 医政発第 0401007号 厚生労働省医政局長通知 「産科

医療確保事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行 う産科医療機関設備整備事業
イ 次に掲げる者が行 う産科医療機関設備整備事業に対 し、都道府県が補助する
事業

(ア )市町村等 (イ )日 本赤十字社 (ウ )社会福祉法人恩賜財団済生会

(工 )全国厚生農業協同組合連合会 (オ )社会福祉法人北海道社会事業協会

(力 )そ の他厚生労働大臣が適当と認める者

(15)死亡時画像診断システム設備整備事業

平成 22年 3月 31日 医政発 0331第 17号厚生労働省医政局長通知 「死亡
時画像診断システム整備事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。

ア 都道府県が行 う死亡時画像診断システム設備整備事業
イ 次に掲げる者が行 う死亡時画像診断システム設備整備事業に対 し、都道府県
が補助する事業

(ア )市町村等 (イ )そ の他厚生労働大臣が適当と認める者

(交付額の算定方法 )

4 この補助金の交付額は、次の (1)か ら (5)に より算出された額とする。た
だし、施設ごとに算出された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、こ
れを切捨てるものとする。

(1)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業
(1)ア 都道府県が行 うへき地診療所設備整備事業
(2)ア 都道府県が行 うへき地患者輸送車 (艇 )整備事業
(3)ア及びイ 都道府県等が行 うへき地巡回診療車 (船)整備事業
(4)離島歯科巡回診療用設備整備事業
(5)ア  都道府県が行 う過疎地域等特定診療所設備整備事業
(6)沖縄医療施設設備整備事業

(7)奄美群島医療施設設備整備事業
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(8)ア  都道府県が行 うへき地保健指導所設備整備事業
(9)ア  都道府県が行 うへき地医療拠点病院設備整備事業
(10)ア  都道府県が行 う遠隔医療設備整備事業
(H)臨床研修病院支援システム設備整備事業
(12)ア 都道府県が行 うへき地・離島診療支援システム設備整備事業
(13)ア  都道府県が行 う離島等患者宿泊施設設備整備事業
(14)ア  都道府県が行 う産科医療機関設備整備事業
(15)ア  都道府県が行 う死亡時画像診断システム設備整備事業
ア 次の表の第 2欄 に定める種 日ごとに、第 3欄 に定める基準額 と第 4欄に定
める対象経費の実支出額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を
控除した額 とを比較 して少ない方の額に第 5欄 に掲げる補助率を乗じて得た

額の合計額を交付額 とする。

(2)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業
(3)工 都道府県が補助するへき地巡回診療車 (船)整備事業
(9)イ 都道府県が補助するへき地医療拠点病院設備整備事業
(14)イ  都道府県が補助する産科医療機関設備整備事業
ア 次の表の第 2欄に定める種 目ごとに、第 3欄 に定める基準額 と第 4欄に定
める対象経費の実支出額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額 と総事業費から寄付金その他の収入額を控
除した額 と都道府県が補助 した額 とを比較 してもつとも少ない額に第 5欄に

掲げる補助率を乗 じて得た額の合計額を交付額 とする。

(3)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業
(5)イ  都道府県が補助する過疎地域等特定診療所設備整備事業
ア 次の表の第 2欄に定める種 目について、第 3欄に定める基準額と第 4欄に
定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額 と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額
とを比較 して少ない方の額に 4分の 3を乗 じて得た額 と都道府県が補助 した

額 とを比較 して少ない方の額に 3分の 2を乗 じて得た額の合計額を交付額 と

する。

(4)3 交付の対象事業のうち次に掲げる事業
(1)イ  都道府県が補助するへき地診療所設備整備事業
(2)イ 及びウ 都道府県が補助するへき地患者輸送車 (艇)整備事業
(3)ウ  都道府県が補助するへき地巡回診療車 (船 )整備事業
(8)イ  都道府県が補助するへき地保健指導所設備整備事業
(10)イ  都道府県が補助する遠隔医療設備整備事業
(12)イ  都道府県が補助するへき地・離島診療支援システム設備整備事業
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(15)イ  都道府県が補助する死亡時画像診断システム設備整備事業
ア 次の表の第 2欄に定める種 目について、第 3欄に定める基準額と第 4欄に

定める対象経費の実支出額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額 と総事業費から寄付金その他の収入額を控
除した額 とを比較 して少ない方の額に第 5欄に掲げる補助率を乗 じて得た額

と都道府県が補助 した額 とを比較 して少ない方の額の合計額を交付額 とする。

(5)3 交付の対象事業の うち次に掲げる事業
(13)イ  都道府県が補助する離島等患者宿泊施設設備整備事業
ア 次の表の第 2欄に定める種 目ごとに、第 3欄に定める基準額 と第 4欄に定
める対象経費の実支出額 とを施設ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額 と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額
とを比較して少ない方の額に 3分の 2を乗 じて得た額 と都道府県が補助 した

額とを比較 して少ない方の額に 2分の 1を乗 じて得た額の合計額を交付額と

する。
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1区分 2  種   目 3基 準 額 4対 象 経 費 5補助率 6下限額

へ診

き療

地所

医療機器整

備費

か所当た り

15,750千 円

へき地診療所 として必

要な医療機器購入費

2分の 1
(ただし、

沖縄県に

あっては

4分の 3)

1品につき
250,000円

(ただし、沖縄県に

あっては、
375,000円 )

き

地

患

者

輸

送

車

(1反E)

患者輸送車 (1)マイクロバ
スの場合

1台 当た り
2,701千 円

(2)ワ ゴン車の
場合

1台当た り
1,407f円

患者輸送用マイクロバ

ス、又はワゴン車等の

購入費

2分 の 1

患者輸送艇 1隻当た り
9,735千 円

患者輸送艇購入費

患者輸送用

雪 上 車
1台 当た り
8,155千 円

患者輸送用雪上車購入

費

医師往診用

小型雪上車

1台 当た り
420~l‐ 円

医師往診用小型雪上車

購入費

へ
き

地

巡

回
診
療
車

船

巡回診療車 1台 当た り
1,361千 円

巡回診療用自動車及び

診療車に積載する医療

機械器具購入費

2分の 1

巡回診療用

雪上車

1台 当た り
4,048f円

巡回診療用雪上車及び

診療用雪上車に積載す
る医療機械器具購入費

巡回診療船 1隻当た り
8,668千 円

(中型の場合は
1隻につき
23,847千 円)

巡回診療用船舶建造費
及び診療船に積載する

医療機械器具購入費

歯科巡回診

療車

1台当た り
3,568千 円

次に掲げる機械器具を

装備 した歯科巡回診療

用自動車購入費

卓上型ユニット、歯

科治療台、歯科用コ

ンプレッサー、キャ
ビネット、煮沸消毒

器、その他診療に必

要な機器
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離診

島療

歯用

科設

巡備

回

遠隔型離島

用設備

1班当た り
1,785千 円

離島歯科巡回診療に必

要な歯科医療機械器具

購入費

2分の 1 1品につき

50,000円

近接型離島

用設備

1班当た り
1,050千円

1品につき

50,000円

過特

疎定

地診

域療

等所

医療機器整

備費

か所当た り

15,750千 円

過疎地域等特定診療所

として必要な医療機器

整備費

2分の 1 1品につき
50,000円

沖療

縄施
医設

医療機器整

備費

厚生労働大臣の

必要と認める額

病院として必要な医療

機械の備品購入費

4分の 3 1品につき
225,000円

奄医

美療

群施
島設

医療機器整

備費
厚生労働大臣の

必要と認める額
病院として必要な医療

機械の備品購入費

2分の 1

へ指

き導

地所

保

健

保健師用自

動車

1台当たり
456f― 円

保健師用 自動車購入費 3分の 1
(ただし、

沖縄県に

あつては

2分の 1)

病

院
へ
き
地

医
療

拠
点

医療機器整

備費

1か所当た り
52,500f円

へき地医療拠点病院と

して必要な医療機器購

入費

2分の 1 l品につき
250,000円

歯科医療機

器等整備費

1か所当たり
26,250千 円

へき地医療拠点病院と

して必要な歯科医療機

器等購入費

l品につき
50,000円

遠

隔

医
療

設
備

遠隔医療設

備整備費

1か所当たり、
次に掲げる額の

合計額 とする。

1遠隔画像診断
装置

(1)支援側医療
機関
ア テレパソロ
ジー

4,389f円
イ テレラジオ
ロジー

15,6451‐ 円

遠隔医療の実施に必要

なコンピュータ及び付

属機器等の購入費

2分の 1 1か所につき

150,000円
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(2)依頼側医療
機関
ア テレパソロ
ジー

13,553千円

イ テレラジオ
ロジー

14,180千円

2在 宅患者用遠
隔医療装置
7,875千 円

臨

床

研
修
病

院

支
援

シ

ス
テ

ム

情報通信機
器

1か所当たり

1支援側医療機
関
7,500千 円

2依頼側医療機
関
7,500千 円

(た だし、支援

側、依頼側のい

ずれか一方が他

方を含む整備を

行い、かつ、他

方に機器を貸与

する場合は、 1
と2の合算額 と
することができ

る。)

臨床病理検討会 (CP
C)の適切な開催に必
要な画像伝送・受信シ

ステム、テレビ会議シ

ステム及び附属機器等
の購入費

2分の 1

へ
き

地

・
離

島

診

療

支

援

シ

ス
テ

ム

情報通信機

器

1か所当たり

1支援側医療機
関
7,500千 円

2依頼側医療機
関
7,500千 円

(た だし、支援

側、依頼側のい

ずれか一方が他

方を含む整備を

行い、かつ、他

方に機器を貸与

する場合は、 1

と2の合算額と
することができ

る。)

へき地 。離島における

診療支援に必要な画像

伝送・受信システム、
テレビ会議システム及

び附属機器等の購入費

2分の 1

-9-
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離島等患者宿泊施設

の初度設備に必要な備

品購入費

3分の 1

1品につき

50,000円

1室当たり

223千円

(た だし、 8室

を上限とする。)

離設

島備

等

患

者

宿

泊

施

設

初度設備費

1か所当た り

8,673千 円

産科医療機関として

必要な医療機器購入費

2分の 1産

科

医

療

機

関

設

備

医療機器整

備費

1か所当た り

20,000f円

死亡時画像診断の実

施に必要な医療機器購

入費

2分の 1医療機器整

備費
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(交付決定の下限)

5 3の 事業について、 4に より 1品又は 1か所につき算出された額が、 4の表の

第 6欄 に定める下限額に満たない設備については、交付決定を行わないものとす

る。

(交付の条件 )

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1)事業に要する経費の配分の変更 (それぞれの区分の配分額のいずれか低い額
の 10%以 内の変更を除く。)を要する場合は、厚生労働大臣の承認を受けな

ければならない。

(2)事業の内容の変更 (ただし、軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労

働大臣の承認を受けなければならない。

(3)事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければ

ならない。

(4)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難 となった場合に

は、速やかに厚生労働大臣に報告 しその指示を受けなければならない。

(5)事業により取得 し、又は効用の増加 した財産の価格が単価 50万円 (民間団
体にあつては 30万円)以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算
の執行の適正化に関する法律施行令第 14条第 1項第 2号の規定により厚生労

働大臣が311に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこ

の補助金の交付の目的に反 して使用 し、譲渡し、交換 し、貸 し付け、担保に供

し、又は廃棄 してはならない。

(6)厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合に

は、その収入の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

(7)事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了後におい

ても善良な管理者の注意をもつて管理するとともにその効率的な運営を図らな

ければならない。

(8)補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。
ア 補助事業者が地方公共団体の場合
補助金 と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第 1号様式によ

る調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整

理 し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日 (事業の中止又は廃上の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管

- 11 -
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しておかなければならない。

イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合
事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理 し、かつ、調書及び証拠書類を事業の完了の日 (事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年

度の終了後 5年間保管 しておかなければならない。

(9)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定 した場合は、第 4号様式により速や

かに厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部 (又は一支社、一

支所等)であつて、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部 (又は本

社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行つている場合は、本部の課税

売上割合等の申告内容に基づき報告を行 うこと。

また、厚生労働大臣に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

(10)都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場

合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に

交付 しなければならない。

(H)都道府県は、間接補助金を聞接補助事業者に交付する場合には (1)か ら (
9)に掲げる条件 (こ の場合において (1)か ら(4)、 (6)及び (9)中 「厚生労

働大臣」とあるのは 「都道府県知事」と、 「国庫」 とあるのは 「都道府県」 と、

(5)中 「厚生労働大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、 (9)中

「第 4号様式」とあるのは「第 5号様式」と読み替えるものとするc)を 付 さ

なければならない。

(12)(11)に より付 した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示をする場合には、

あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(13)間接補助事業者から財産の処分による収入及び補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があつた場合には、その納付

額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(14)補助事業者が国所管の民法法人である場合、この補助金に係る支出明細書を

第 6号様式により作成 し、国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対

する割合を示す書類に添付 した上で、計算書類等 と併せて事務所に備えつけ公

開するとともに、決算後 10日 を経過 した日又は翌年度 7月 10日 のいずれか

早い日までに厚生労働省 (及び法人所管府省)に報告 しなければならない。

P212
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(15)こ の補助金にかかる補助金の交付 と対象経費を重複 して他の補助金等の交付

を受けてはならない。

(申 請手続 )

7 この補助金の交付の申請は、次により行 うものとする。
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 26条第 2項に基づき、

補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行 う場合

ア 補助事業者は、第 2号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事
が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査 し、とりまとめ
の うえ、毎年度 5月 31日 までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(2)(1)以 外の場合
補助事業者は、第 2号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度 5月 3

1日 までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(変更申請手続 )

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申
請等を行 う場合には、 7に定める申請手続に従い毎年度 1月 20日 までに行 うも
のとする。

(交付決定までの標準的期間 )

9 この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 26条第 2項 に基づき、
補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行 う場合において、都道府県

知事は、 7の (1)の ア若 しくは 8に よる申請書が到達した 日から起算 して原

則 として 1月 以内に国に提出するものとし、国は、都道府県知事から申請書が

到達 した 日から起算 して原則 として 2月 以内に交付の決定 (変更交付決定を含

む。)を行 うものとする。

(2)(1)以 外の場合、国は、 7の (2)若 しくは 8に よる申請書が到達 した日
から起算 して原則 として 2月 以内に交付の決定 (変更交付決定を含む。)を行

うものとする。

(補助金の概算払 )

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の

範囲内において概算払をすることができる。

(実績報告 )
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11 この補助金の事業実績報告は、次により行 うものとする。

(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 26条第 2項に基づき、
補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 補助事業者は、第 3号様式による報告書に関係書類を添えて、都道府県知事
が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの報告書を受理 したときは、これを審査し、とりまとめ
のうえ、事業の完了の日から起算して 1月 を経過した日 (6の (3)に より事業

の中止又は廃上の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した 日から1月

を経過した日)又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い日までに厚生労働大臣に

提出するものとする。

(2)(1)以 外の場合
補助事業者は、第 3号様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の

日から起算して 1月 を経過した日 (6の (3)に より事業の中止又は廃上の承
認を受けた場合には、当該承認通知を受理 した日から 1月 を経過 した日)又は

翌年度 4月 10日 のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(補助金の返還)

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額
を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分につい

て国庫に返還することを命ずる。

(その他 )

13 特別の事情により4、 7、 8及び11に定める算定方法、手続によることができ

ない場合にはあらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるも

のとする。
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